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 第一牧志公設市場の再整備（仮設市場から新市場への移転）に伴い、C 工事基準等につい

て、お問い合わせの多い事項を整理し追加しましたので共有します。 

 

１．コンセント（ブラインドプレートへの交換）について                             
 

●小間内に設置されている、高さ 80 ㎝（コンセント下端の高さ）の 2 口コンセントについ

て（生鮮や精肉、鮮魚の一部の小間が該当します）、水がかりが懸念される事業者におい

ては、希望により、那覇市にてコンセントのカバーの交換をしております。ご希望のある

事業者は、期日までに、電話にて那覇市（なはまち振興課）に交換の申し出を行ってくだ

さい。 

 

・交換受付期日：令和５年２月 21 日（火） 

・電話（なはまち振興課）：098‐863‐1750（担当/稲福） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．アクリル板等の設置に伴う高さ制限ついて                

 

●間仕切り壁（腰壁）に設置するアクリル板等の設置範囲は、腰壁上部から看板下地上端

（床から 265 ㎝の高さを上限）までの高さまでとしてください。また、天井から 35 ㎝ま

での範囲においては、アクリル板の設置はできません。排煙のためのスペースを確保する

必要があります。なお、見通しを確保するため、1.3m～2m のスペースには貼り紙等の貼

付は行わないでください。 

※「別紙 1．アクリル板等の設置に伴う高さ制限」の確認をお願します。 
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３．那覇市保健所への「営業許可申請書・営業届」の提出について                

 

●「営業許可申請書・営業届」には、以下の２点を添付し２月中にご提出をお願いします。 

 

① レイアウト図（最終案） 

② 食品衛生責任者 資格証（＊任意）  

※「食品衛生責任者養成講習会修了証明書」を資格証とする場合、修了証明書に印

字されている「受講年月日」を、「営業許可申請書・営業届」の 1 枚目「受講し

た講習会」の「受講年月日」に記載してください。 

※「食品衛生責任者養成講習会修了証明書」を紛失した場合は、沖縄県食品衛生協

会（098‐853‐9254）にて再発行が可能です。 

※営業許可・営業届事業者は、食品衛生責任者を設置することが義務づけられてい

ます。「食品衛生責任者養成講習会」の受講をもって食品衛生責任者とする場合

で、申請時に未受講の場合は、保健所への営業許可申請、営業届出の際に、併せ

て「食品衛生責任者養成講習会」の受講の予約（申込み）をしてください。 

（かわら版末尾に講習会予定表と申込書を添付していますので、ご確認ください） 

 ご意見をお寄せください。 那覇市 経済観光部 なはまち振興課 

第一牧志公設市場建設室 TEL：098-863-1750（直通） 

 


